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本説明資料は都度更新を行います。更新履歴は以下に記載しますのでご参照ください。

Version 更新日 更新内容



は じ め に
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はじめに

 各事務手続きは、国(デジタル庁)が運営する補助金の電子申請システム jGrants(以下「Ｊグランツ」という。)により行います。

 ＞Ｊグランツ 公式WEBサイト

https://www.jgrants-portal.go.jp/

 Ｊグランツを利用するには「ＧビズＩＤプライム」のアカウントが必要となります。 

 アカウント作成方法や技術トラブルなど、ＧビズＩＤに関するご質問等は、国(デジタル庁)の「ＧビズＩＤヘルプデスク」へお問
い合わせください。

 ＞ＧビズＩＤ 公式WEBサイト 

https://gbiz-id.go.jp/

 助成事業に関するお問い合わせは、公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下「公社」という。）企画管理部助成課にて受け付
けます。交付決定後、公社担当職員よりメール等にてご連絡差し上げますので、事務の進め方等についてご質問がございましたら、
直接担当職員にお尋ねください。

 お電話でのお問い合わせの際は、「貴社名」「受付番号」「公社担当職員名」をお伝えください。

(公財 )東京都中小企業振興公社 企画管理部助成課
〒 1 0 1 - 0 0 2 2 東京都千代田区神田練塀町 3‐ 3 大東ビル 4階

電話： 0 3 ‐ 3 2 5 1 ‐ 7 8 9 4
（対応時間：平日 9： 0 0～ 1 2 : 0 0、 1 3 : 0 0～ 1 7 : 0 0 ）

【申請・報告の様式について】

変更承認、遂行状況報告、実績報告等の手続きに必要な様式（様式記入例を含む）は、公社ホームぺージよりダウンロードするこ
とができます。

 検索「公社 高齢者 様式集」https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html
→ 高齢者向け新ビジネス創出支援事業「Ｒ７年度交付決定者はこちら」
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Ⅰ . 共通 の操作手順

Ⅰ．共通の操作手順
採択事業者の「ログイン」、「交付決定通知の確認」、「各手続きの選択」、「差戻し対応」、「通知内容確認」は、下記の手順に
よります。

手順２

手順３

手順４

【アプリ認証】【ワンタイムパスワード認証】

手順５

手順６

●●＠●●.co.jp

*********

手順1

https://www.jgrants-portal.go.jp/

 ＴＯＰ画面右上の「ログイン」ボタンをクリックします。

 Ｊグランツのホームページにアクセスします。

 ログイン画面の「ＧビズＩＤでログインする」ボタンをクリックします。

 ＩＤ、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。

 ワンタイムパスワード認証を行います。

 ログインが完了するとホーム画面が表示されます。

１．ログイン
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jGrantsではタイムアウトは設けていませんが、仕様上ログインしてから3時間が
経過した後ボタン押下等の操作を行うとログイン画面に戻ります。
また、ブラウザのキャッシュクリア等を行った場合もログアウトされますので、ご注意
ください。

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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手順１ 手順３
 画面上部の「マイページ」をクリックします。

 詳細な検索条件を開く→補助金名に「高齢者」を入力・検索し、申
請履歴に表示された「事業名（例：〇〇における●●の開発）」をク
リックします。

 表示された「事業の詳細」画面にて、通知文書（文面）の①
「文面表示」をクリックし、通知内容を確認します。

 通知文書添付ファイル欄②に「決定通知書＋別表」が表示され
ますので、ファイルをクリックし、ダウンロードしてください。

手順２

 画面を下部にスクロールすると、申請可能な手続きが表
示されます。各手続きはこちらから行います。

通知メール例
 交付決定時、Ｊグランツからメール通知があり
ますので、こちらのURLからも遷移可能です。

２．交付決定通知の確認～各手続きの選択

Ⅰ . 共通 の操作手順

① ②

2026年1月
1日10:00

令和７年度高齢者向け新ビジ
ネス創出支援事業_交付決定
通知書.pdf
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差戻し通知メール例

手順１

手順３

 差戻しや棄却があった場合は、Ｊグランツから、「担当者メールアド
レス」欄記載のアドレスにメールが届きます。

 メール内のURLをクリックします。
手順２

 申請画面が表示されますので、差戻し／棄却コメントを確認します。
 差戻しの場合、申請内容を修正後に「申請する」をクリックし、再申請
をします。

手順１

手順２

 事務局より通知があった場合、Ｊグランツから、「担当者メールアド
レス」欄記載のアドレスにメールが届きます。

通知メール例

 メール内のURLをクリックします。

手順３

 表示された「事業の詳細」画面にて、通知文書（文面）の①
「文面表示」をクリックし、通知内容を確認します。

 通知文書に添付ファイルがある場合は②に表示されますので、ダ
ウンロードしてください。

３．差戻し／棄却確認～再申請 ４．通知内容確認

Ⅰ . 共通 の操作手順

① ②
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Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － １ . 辞 退 承 認 申 請

Ⅱ．事業実施中の手続き手順
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手順１

手順２

 公社ホームページにて、指定様式【様式第3号_R7_辞退届.docx】をダウンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」 → https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

 助成事業の辞退を検討されている場合は、必ず事前に公社担当者に連絡・相談の上、下記手続きを行ってください。

 交付決定の通知を受けた日から14日以内に申請を取り下げる場合は本フォームから申請してください。

 【様式第3号_R7_辞退届.docx】を作成します。

１．辞退承認申請

手順３  Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_辞退承認フォーム」の「申請する」

をクリックします。

注：事業及び申請の基本情報は、ＧビズＩＤ等の情報が自動転
記され、当フォームでの編集はできません。編集の必要がある
場合は「Ｇビズサイト」にて変更を行った上で、Ｊグランツに
より、当助成事業にて必要な届出・連絡を行ってください。
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辞退承認申請後

・公社にて申請内容を確認した後、審査を経て、Ｊグランツにより承認を通知します。

・申請に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従って再申請等を行ってください（p.6参照）。 

１．辞退承認申請

手順４  「辞退届の提出」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第3号_R7_辞退届.docx】

をPDFファイルに変換した上で、アップロードしてください。

 上記のほか、添付資料がある場合は、「添付資料(予備)」の①～④「ファイルを選択」を押下し

該当資料をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － １ . 辞 退 承 認 申 請令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料



Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ２ . 変 更 承 認 申 請

Ⅱ．事業実施中の手続き手順
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手順１

手順２

 公社ホームページにて、指定様式【様式第4-1号_R7_変更承認申請書.xlsx】をダウンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」 → https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

 事業計画の変更を検討されている場合は、必ず事前に公社担当者に連絡・相談の上、下記手続きを行ってください。

 【様式第4-1号_R7_変更承認申請書.xlsx】を作成します。

２．変更承認申請

手順３  Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_変更承認申請フォーム」の「申請する」
をクリックします。

注：事業及び申請の基本情報は、ＧビズＩＤ等の情報が自動転
記され、当フォームでの編集はできません。編集の必要がある
場合は「Ｇビズサイト」にて変更を行った上で、Ｊグランツに
より、当助成事業にて必要な届出・連絡を行ってください。
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変更承認申請後

・公社にて申請内容を確認した後、審査を経て、Ｊグランツにより承認を通知します。

・申請に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従って再申請等を行ってください（p.6参照）。 

・公社の承認を得ずに行った契約は助成対象外となりますのでご注意ください。

２．変更承認申請

手順４
 「変更承認申請書」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択してください。

 「変更承認申請書」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第4-1号_R7_変更承認申請書.xlsx】
をPDFファイルに変換した上で、アップロードしてください。

 上記のほか、添付資料（見積書など）がある場合は、「添付資料(予備)」の①～⑩「ファイルを選択」を押下し、

該当資料をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ２ . 変 更 承 認 申 請令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料



Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ３ . 変 更 届

３．変更届

 事業者情報（法人名・本店所在地・都内支店所在地・法人代表者）の変更を行う場合は、必ず事前に公社担当者に連絡の上、
下記手続きを行ってください。

① 法人名・本店所在地を変更したとき

手順１

 ＧビズＩＤのマイページにて「プロフィール変更」をクリック、表示された
「法人名」「所在地」を編集・変更してください。

手順４

 Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創
出支援事業_変更届フォーム」の「申請する」をクリックします。

手順６

手順２

手順３

 公社ホームページにて、指定様式【様式第4-3号_R7_変更届.docx】をダウ
ンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」
→ https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

 【様式第4-3号_R7_変更届.docx】を作成します。

 「事業及び申請の基本情報」を入力してください。ＧビズＩＤの情報が
自動転記されている場合は、必要に応じて適宜ご修正ください。

手順５

 「変更届」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択して
ください。

 「変更届」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第4-3
号_R7_変更届.docx】をPDFファイルに変換した上で、アップロードしてください。

 （１）に登記簿謄本（発行後３か月以内）をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。
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Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ３ . 変 更 届

② 代表者を変更したとき

手順１

 新代表者のＧビズＩＤプライムを新たに取得します。

※ＧビズＩＤのＨＰ(⇒https://gbiz-id.go.jp/top/)にて、取得方法を確認してください。

※取得完了後、新代表者のＧビズＩＤ「マイページ」にて同一法人番号のアカウント情報(メ
ンバーアカウント等)の承継が可能です。

手順４

 新代表者のGビズIDでJグランツにログインします。

 マイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_
変更届フォーム」の「申請する」をクリックします。

手順６

手順２

手順３

 【様式第4-3号_R7_変更届.docx】を作成します。

 ①に表示されたフォームの事業者情報に、新代表者の氏名が記載されてい
ることを確認してください。

 事業者情報の下段には、連絡担当者の「氏名・メールアドレス」を入力し
てください。ＧビズＩＤの情報が反映されている場合は、必要に応じて適宜
ご修正ください。

手順５

 「変更届」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択
してください。

 「変更届」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第
4-3号_R7_変更届.docx】をPDFファイルに変換した上で、アップロードしてく
ださい。

 （１）には登記簿謄本（発行後３か月以内）をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。
※同一の法人番号であれば、新代表者のＧビズＩＤでＪグランツにログインすると、自動で
これまでの申請内容も閲覧可能となります。

変更届

提出後

・公社事務局にて届出内容を確認し、受理した際は、Ｊグランツによる通知に
て連絡します。

・届出内容に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従っ
て再申請等を行ってください（p.6参照） 。 12

※新代表者姓 ※新代表者名① 公社ホームページにて、指定様式【様式第4-3号_R7_変更届.docx】をダウ
ンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」
→ https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html
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手順３

手順１

手順２

 【様式第4-3号_R7_変更届.docx】を作成します。

13

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ３ . 変 更 届

③ 都内登記の支店所在地を変更したとき ※本店所在地が都外の場合のみ、届出が必要になります。

 公社ホームページにて、指定様式【様式第4-3号_R7_変更届.docx】をダウ
ンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」
→ https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

 Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創
出支援事業_変更届フォーム」の「申請する」をクリックします。

 「事業及び申請の基本情報」を入力してください。ＧビズＩＤの情報が
自動転記されている場合は、必要に応じて適宜ご修正ください。

手順４

手順５

 「変更届」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択して
ください。

 「変更届」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第4-3
号_R7_変更届.docx】をPDFファイルに変換した上で、アップロードしてください。

 （１）に登記簿謄本（発行後３か月以内）をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。

変更届

提出後

・公社事務局にて届出内容を確認し、受理した際は、Ｊグランツによる通知に
て連絡します。

・届出内容に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従っ
て再申請等を行ってください（p.6参照） 。

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ３ . 変 更 届

手順１

 新法人の法人用ＧビズＩＤプライムを新たに取得します。

※ＧビズＩＤのＨＰ(⇒https://gbiz-id.go.jp/top/)にて、取得方法を確認してください。

手順４

 個人事業者のGビズID（旧GビズID ）でＪグランツにログインします。

 マイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_
変更届フォーム」の「申請する」をクリックします。

手順２

手順３

 【様式第4-3号_R7_変更届.docx】を作成します。

 「事業及び申請の基本情報」に、個人事業者の情報が記載されていること
を確認してください。

手順５

※新法人のＧビズＩＤでＪグランツにログインしても、これまでの申請内容等はご確認いた
だけません。

※個人事業者（旧アカウント） の情報

14

 公社ホームページにて、指定様式【様式第4-3号_R7_変更届.docx】をダウ
ンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」
→ https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

④ 個人事業者が法人化し、新法人で助成事業を継続するとき

次ページ（手順６、手順７）へ進む

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ３ . 変 更 届

手順６

変更届

提出後

・公社事務局にて届出内容を確認し、受理した際は、Ｊグランツによる通知に
て連絡します。

・届出内容に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従っ
て再申請等を行ってください（p.6参照） 。

15

④ 個人事業者が法人化し、新法人で助成事業を継続するとき

手順７

 「GビズIDの引継を伴う場合のみ入力」欄の各項目について、変更前（個人
事業者）及び変更後（新法人）の情報を全て入力してください。

 「GビズIDマイページの画面キャプチャ」欄には、変更前（個人事業者）及
び変更後（新法人）のGビズIDマイページの画面キャプチャをアップロードし
てください。（「ファイルを選択」を押下して画像データを選択できます）

 最後に「申請する」をクリックしてください

 「変更届」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択して
ください。

 「変更届」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第4-3
号_R7_変更届.docx】をPDFファイルに変換した上で、アップロードしてください。

 （１）に登記簿謄本（発行後３か月以内）をアップロードしてください。

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料



Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ４ . 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請
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４．中止（廃止）承認申請

手順１

手順２

 公社ホームページにて、指定様式【様式第4-2号_R7_中止（廃止）承認申請書.docx】をダウンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」 → https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

 事業の中止を検討されている場合は、必ず事前に公社担当者に連絡・相談の上、下記手続きを行ってください。

 交付決定の通知を受けた日から14日以降に事業を中止（廃止）する場合は本フォームから申請してください。

 【様式第4-2号_R7_中止（廃止）承認申請書.docx】を作成します。

手順３  Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_中止（廃止）承認申請フォーム」の「申
請する」をクリックします。

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料

注：事業及び申請の基本情報は、ＧビズＩＤ等の情報が自動転
記され、当フォームでの編集はできません。編集の必要がある
場合は「Ｇビズサイト」にて変更を行った上で、Ｊグランツに
より、当助成事業にて必要な届出・連絡を行ってください。

7
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中止承認申請後

・公社にて申請内容を確認した後、審査を経て、Ｊグランツにより承認を通知します。

・申請に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従って再申請等を行ってください（p.6参照）。 

手順４

 「中止承認申請書」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択してください。

 「中止承認申請書」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第4-2号_R7_中止承認申請書.docx】をPDFファイルに変換した
上で、アップロードしてください。

 上記のほか、添付資料がある場合は「添付資料(予備)」の①～④「ファイルを選択」を押下し、該当資料をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。

４．中止（廃止）承認申請

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ４ . 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料



（ 補 足 ） ＜ 設 備 投 資 ・ 事 業 環 境 整 備 フ ェ ー ズ ＞ を 実 施 す る 場 合 の 手 続 き 手 順
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（補足）＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞を実施する場合の手続き手順

 ＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞を実施する場合、＜開発・改良フェーズ＞の完了報告、完了検査、助成金確定、助成金
請求、助成金交付を省略することができます。この場合、＜開発・改良フェーズ＞の完了時に再度「中間報告」及び「中間検
査」を行い、＜開発・改良フェーズ＞分の助成金は、＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞終了後にまとめて助成金確定、助成
金請求、助成金交付を行うことができます。

１．＜開発・改良フェーズ＞＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞それぞれ分けて助成金の交付を受ける場合

２．＜開発・改良フェーズ＞＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞まとめて助成金の交付を受ける場合
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Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ５ . 遂 行 状 況 報 告 【 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ 】
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５．遂行状況報告（中間報告）【開発・改良フェーズ】

手順１

手順２

 公社ホームページにて、指定様式【様式第６号 遂行状況報告書+付表+別紙.xlsx】および

【様式第６号 従事者別直接人件費集計表（別紙3-1）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-2）.xlsx】をダウンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」 → https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

 不明点等は事前に公社担当者に連絡・相談の上、交付決定通知に定める期日までに遂行状況報告書を提出してください。

報告対象：令和８年１月１日～交付決定通知に定める期日

上記報告対象期間内に契約、取得・実施、支払まで完了した経費

※令和８年12月31日までに＜開発・改良フェーズ＞が完了する場合は、遂行状況報告（中間報告）の必要はありません。

 【様式第６号 遂行状況報告書+付表+別紙.xlsx】および

【様式第６号 従事者別直接人件費集計表（別紙3-1）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-2）.xlsx】を作成します。

手順３  Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_遂行状況報告申請（開発・改良フェー
ズ）フォーム」の「申請する」をクリックします。

注：事業及び申請の基本情報は、ＧビズＩＤ等の情報が自動転
記され、当フォームでの編集はできません。編集の必要がある
場合は「Ｇビズサイト」にて変更を行った上で、Ｊグランツに
より、当助成事業にて必要な届出・連絡を行ってください。
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 「（２）遂行状況報告書」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択してください。

 「（２）遂行状況報告書」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第６号 遂行状況報告書+付表+別紙.xlsx】を

Excelファイルのままアップロードしてください。

 直接人件費を計上する場合は、手順２で作成した【様式第６号 従事者別直接人件費集計表（別紙3-1）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-
2）.xlsx】を上記【様式第６号 遂行状況報告書+付表+別紙.xlsx】と共に、Excelファイルのままzipファイルにまとめてアップロードしてください。

手順４

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ５ . 遂 行 状 況 報 告 【 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ 】

５．遂行状況報告（中間報告）【開発・改良フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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 「（３）達成目標・ステップアップ目標の達成、開発・改良成果の証明資料」欄の「ファイルを選択」を押下し、

目標の達成状況・結果を具体的に証明する資料をアップロードしてください。

※ 目標ごと（目標－１や目標－２など）にzip形式にまとめ、「目標－○（事業者名）.zip」と判別できるようにファイル名を付けてください。

※ zipファイルに格納する各データのファイル名は、何の書類か判別できるようにしてください。

（例：「目標－１（事業者名）_要求仕様書.pdf」、「目標－１（事業者名）_試験結果報告書.pdf」など）

手順５

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ５ . 遂 行 状 況 報 告 【 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ 】

５．遂行状況報告（中間報告）【開発・改良フェーズ】
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 開発・改良の進捗状況により必要な場合（契約、取得・実施、支払まで完了した場合）は、それぞれ「（４）経費の確認等に必要な

書類等」欄の該当経費番号にある「ファイル選択」を押下し、各経費の確認等に必要な書類等をアップロードしてください。

手順６

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ５ . 遂 行 状 況 報 告 【 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ 】

５．遂行状況報告（中間報告）【開発・改良フェーズ】

※ 経費番号ごと（機ー１、委ー１など）にzip形式にまとめ、「原－○（事業者名）.zip」と判別できるようにファイル名を付けてください。

※ zipファイルに格納する各データのファイル名は、何の書類か判別できるようにしてください。

（例：「原－１（事業者名）_カタログ.pdf」、「委－１（事業者名）_要求仕様書.pdf」など）

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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 ＜直接人件費＞を計上する場合は、それぞれ「（４）経費の確認等に必要な書類等 ー６．直接人件費」欄の

「ファイル選択」を押下し、経費の確認等に必要な書類等をアップロードしてください。

 「４．全体工程表」「５．就業規則」「５．賃金規程」をそれぞれアップロードしてください。

 ＜経費番号（従事者）ごとに作成し提出が必要な書類等＞をアップロードしてください。

手順７

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ５ . 遂 行 状 況 報 告 【 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ 】

５．遂行状況報告（中間報告）【開発・改良フェーズ】

※ ＜経費番号（従事者）ごとに作成し提出が必要な書類等＞は経費番号（従事者）ごと（人ー１、人ー２など）にzip形式にまとめ、

「人－○（事業者名）.zip」と判別できるようにファイル名を付けてください。

※ zipファイルに格納する各データのファイル名は、何の書類か判別できるようにしてください。

（例：「人－１（事業者名）_雇用保険被保険者証.pdf」、「成果物_人－１（事業者名）_要求仕様書.pdf」など）
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手順８

Ⅱ . 事 業 実 施 中 の 手 続 き 手 順 － ５ . 遂 行 状 況 報 告 【 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ 】

５．遂行状況報告（中間報告）【開発・改良フェーズ】

 上記のほか、添付資料がある場合は「添付資料(予備)」の①～④「ファイルを選択」を押下し、該当資料をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。

開発・改良フェーズの

遂行状況報告（中間報告）後

・公社事務局にて報告内容を確認し、受理した際は、別途担当者より中間検査（中間支援）の実施について連絡します。

・報告内容に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従って再申請等を行ってください（p.6参照） 。
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 実績報告書の報告対象期間
⇒中間報告対象期間の翌日～事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_

実績報告申請（開発・改良フェーズ）フォーム」

 実績報告書の報告対象期間
⇒令和８年１月１日～事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_

実績報告申請（開発・改良フェーズ）フォーム」

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）
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１．実績報告（完了報告）

 不明点等は事前に公社担当者に連絡・相談の上、以下のとおり事業終了後15日以内に実績報告書を提出してください。

※報告対象期間・提出方法等は以下の図表のとおりです。

※＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞の実施を取りやめる場合は変更承認申請【様式第４ー１号】を提出してください。

Ⅲ．事業終了後の手続き手順

１．＜開発・改良フェーズ＞のみ実施する場合

交
付
決
定

開
発
・
改
良

遂
行
状
況
報
告
書

作
成

遂
行
状
況
報
告

（
中
間
報
告
）

中
間
検
査

開
発
・
改
良

実
績
報
告
書
作
成

実
績
報
告

（
完
了
報
告
）

完
了
検
査

交
付

＜ 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ ＞

交
付
決
定

開
発
・
改
良

実
績
報
告
書
作
成

実
績
報
告

（
完
了
報
告
）

完
了
検
査

交
付

＜ 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ ＞

令和８年
１月１日

事
業
終
了

事
業
終
了

（最長）
令和９年９月30日

①令和８年 1 2月 3 1日までに事業が終了する場合

②令和 9年 1月 1日以降に事業が終了する場合
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＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞の実績報告

 実績報告書の報告対象期間
⇒開発・改良フェーズの事業終了日の翌日
～設備投資・事業環境整備フェーズの事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_実

績報告申請（設備投資・事業環境整備フェーズ）フォーム」

＜開発・改良フェーズ＞の実績報告

 実績報告書の報告対象期間
⇒令和８年１月１日
～開発・改良フェーズの事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_

実績報告申請（開発・改良フェーズ）フォーム」

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）
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１．実績報告（完了報告）

２．＜開発・改良フェーズ＞＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞を実施する場合【フェーズごとに助成金交付を受ける方】

交
付
決
定

開
発
・
改
良

実
績
報
告
書
作
成

実
績
報
告
①

（
完
了
報
告
）

完
了
検
査
①

交
付
①

＜ 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ ＞

令和８年
１月１日

開
発
・
改
良

フ
ェ
ー
ズ
終
了

（最長）
令和９年９月30日

①令和８年 1 2月 3 1日までに＜開発 ・改良 フ ェ ーズ＞が終了する場合

設
備
投
資
・

事
業
環
境
整
備

実
績
報
告
書
作
成

実
績
報
告
②

（
完
了
報
告
）

完
了
検
査
②

交
付
②

＜ 設 備 投 資 ・
事 業 環 境 整 備 フ ェ ー ズ ＞

設
備
投
資
・

事
業
環
境
整
備

フ
ェ
ー
ズ
終
了
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＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞の実績報告

 実績報告書の報告対象期間
⇒開発・改良フェーズの事業終了日の翌日
～設備投資・事業環境整備フェーズの事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_実

績報告申請（設備投資・事業環境整備フェーズ）フォーム」

＜開発・改良フェーズ＞の実績報告

 実績報告書の報告対象期間
⇒中間報告対象期間の翌日
～開発・改良フェーズの事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_

実績報告申請（開発・改良フェーズ）フォーム」

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

27

１．実績報告（完了報告）

２．＜開発・改良フェーズ＞＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞を実施する場合【フェーズごとに助成金交付を受ける方】

交
付
決
定

開
発
・
改
良

遂
行
状
況
報
告
書

作
成

遂
行
状
況
報
告

（
中
間
報
告
）

中
間
検
査

開
発
・
改
良

実
績
報
告
書
作
成

実
績
報
告
①

（
完
了
報
告
）

完
了
検
査
①

交
付
①

＜ 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ ＞

令和８年
１月１日

開
発
・
改
良

フ
ェ
ー
ズ
終
了

（最長）
令和９年９月30日

②令和９年 1月 1日以降に＜開発 ・改良 フ ェ ーズ＞が終了する場合

設
備
投
資
・

事
業
環
境
整
備

実
績
報
告
書
作
成

実
績
報
告
②

（
完
了
報
告
）

完
了
検
査
②

交
付
②

＜ 設 備 投 資 ・
事 業 環 境 整 備 フ ェ ー ズ ＞

設
備
投
資
・

事
業
環
境
整
備

フ
ェ
ー
ズ
終
了
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＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞の実績報告

 実績報告書の報告対象期間
⇒開発・改良フェーズの事業終了日の翌日
～設備投資・事業環境整備フェーズの事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_実

績報告申請（設備投資・事業環境整備フェーズ）フォーム」

＜開発・改良フェーズ＞の遂行状況報告

 遂行状況報告書の報告対象期間
⇒令和８年１月１日
～開発・改良フェーズの事業終了日

 遂行状況報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_

遂行状況報告申請（開発・改良フェーズ）フォーム」

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）
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１．実績報告（完了報告）

３．＜開発・改良フェーズ＞＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞を実施する場合【２フェーズまとめて助成金交付を受ける方】

交
付
決
定

開
発
・
改
良

遂
行
状
況
報
告
書

作
成

遂
行
状
況
報
告

（
中
間
報
告
）

中
間
検
査

＜ 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ ＞

令和８年
１月１日

開
発
・
改
良

フ
ェ
ー
ズ
終
了

（最長）
令和９年９月30日

①令和８年 1 2月 3 1日までに＜開発 ・改良 フ ェ ーズ＞が終了する場合

設
備
投
資
・

事
業
環
境
整
備

実
績
報
告
書
作
成

実
績
報
告

（
完
了
報
告
）

完
了
検
査

交
付

＜ 設 備 投 資 ・
事 業 環 境 整 備 フ ェ ー ズ ＞

設
備
投
資
・

事
業
環
境
整
備

フ
ェ
ー
ズ
終
了

※ ２フェーズまとめて助成金の交付を受ける場合は、＜開発・改良フェーズ＞の終了時に遂行状況報告書を提出してください。
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＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞の実績報告

 実績報告書の報告対象期間
⇒開発・改良フェーズの事業終了日の翌日
～設備投資・事業環境整備フェーズの事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_実

績報告申請（設備投資・事業環境整備フェーズ）フォーム」

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）
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１．実績報告（完了報告）

交
付
決
定

開
発
・
改
良

遂
行
状
況
報
告
書

作
成

遂
行
状
況
報
告
①

（
中
間
報
告
）

中
間
検
査
①

開
発
・
改
良

遂
行
状
況
報
告
書

作
成

遂
行
状
況
報
告
②

（
中
間
報
告
）

中
間
検
査
②

＜ 開 発 ・ 改 良 フ ェ ー ズ ＞

令和８年
１月１日

開
発
・
改
良

フ
ェ
ー
ズ
終
了

（最長）
令和９年９月30日

②令和９年 1月 1日以降に＜開発 ・改良 フ ェ ーズ＞が終了する場合

設
備
投
資
・

事
業
環
境
整
備

実
績
報
告
書
作
成

実
績
報
告

（
完
了
報
告
）

完
了
検
査

交
付

＜ 設 備 投 資 ・
事 業 環 境 整 備 フ ェ ー ズ ＞

設
備
投
資
・

事
業
環
境
整
備

フ
ェ
ー
ズ
終
了

３．＜開発・改良フェーズ＞＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞を実施する場合【２フェーズまとめて助成金交付を受ける方】

＜開発・改良フェーズ＞の遂行状況報告【1回目】

 遂行状況報告書【1回目】の報告対象期間
⇒令和８年１月１日～交付決定通知に定める期日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_遂行状況

報告申請（開発・改良フェーズ）フォーム」

＜開発・改良フェーズ＞の遂行状況報告【2回目】

 遂行状況報告書【2回目】の報告対象期間
⇒交付決定通知に定める期日の翌日
～開発・改良フェーズの事業終了日

 実績報告書の提出方法
⇒Jグランツ「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_遂行状況

報告申請（開発・改良フェーズ）フォーム」

※ ２フェーズまとめて助成金の交付を受ける場合は、＜開発・改良フェーズ＞の終了時に【2回目】の遂行状況報告書を提出してください。
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Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）
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手順１

手順２

 公社ホームページにて、指定様式【様式第７号 実績報告書+付表+別紙.xlsx】および

【様式第７号 【中間検査を実施した方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】または

【様式第７号 【中間検査を実施しなかった方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】

をダウンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」 → https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

 【様式第７号 実績報告書+付表+別紙.xlsx】および

【様式第７号 【中間検査を実施した方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】または

【様式第７号 【中間検査を実施しなかった方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】

を作成します。

手順３  Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_実績報告申請（開発・改良フェーズ）
フォーム」の「申請する」をクリックします。

注：事業及び申請の基本情報は、ＧビズＩＤ等の情報が自動転
記され、当フォームでの編集はできません。編集の必要がある
場合は「Ｇビズサイト」にて変更を行った上で、Ｊグランツに
より、当助成事業にて必要な届出・連絡を行ってください。

１．（１）実績報告（完了報告）【開発・改良フェーズ】
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 「（２）実績報告書」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択してください。

 「（２）実績報告書」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第７号 実績報告書+付表+別紙.xlsx】を

Excelファイルのままアップロードしてください。

 直接人件費を計上する場合は、手順２で作成した

【様式第７号 【中間検査を実施した方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】または

【様式第７号 【中間検査を実施しなかった方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】

を上記【様式第７号 実績報告書+付表+別紙.xlsx】と共に、Excelファイルのままzipファイルにまとめてアップロードしてください。

手順４

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（１）実績報告（完了報告）【開発・改良フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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 「（３）達成目標・ステップアップ目標の達成、開発・改良成果の証明資料」欄の「ファイルを選択」を押下し、

目標の達成状況・結果を具体的に証明する資料をアップロードしてください。

※ 目標ごと（目標－１や目標－２など）にzip形式にまとめ、「目標－○（事業者名）.zip」と判別できるようにファイル名を付けてください。

※ zipファイルに格納する各データのファイル名は、何の書類か判別できるようにしてください。

（例：「目標－１（事業者名）_要求仕様書.pdf」、「目標－１（事業者名）_試験結果報告書.pdf」など）

手順５

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（１）実績報告（完了報告）【開発・改良フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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 各経費について、それぞれ「（４）経費の確認等に必要な書類等」欄の該当経費番号にある「ファイル選択」を押下し、

各経費の確認等に必要な書類等をアップロードしてください。

手順６

※ 経費番号ごと（機ー１、委ー１など）にzip形式にまとめ、「原－○（事業者名）.zip」と判別できるようにファイル名を付けてください。

※ zipファイルに格納する各データのファイル名は、何の書類か判別できるようにしてください。

（例：「原－１（事業者名）_カタログ.pdf」、「委－１（事業者名）_要求仕様書.pdf」など）

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（１）実績報告（完了報告）【開発・改良フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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 ＜直接人件費＞を計上する場合は、それぞれ「（４）経費の確認等に必要な書類等 ー６．直接人件費」欄の

「ファイル選択」を押下し、経費の確認等に必要な書類等をアップロードしてください。

 「４．全体工程表」「５．就業規則」「５．賃金規程」をそれぞれアップロードしてください。

 ＜経費番号（従事者）ごとに作成し提出が必要な書類等＞をアップロードしてください。

手順７

※ ＜経費番号（従事者）ごとに作成し提出が必要な書類等＞は経費番号（従事者）ごと（人ー１、人ー２など）にzip形式にまとめ、

「人－○（事業者名）.zip」と判別できるようにファイル名を付けてください。

※ zipファイルに格納する各データのファイル名は、何の書類か判別できるようにしてください。

（例：「人－１（事業者名）_雇用保険被保険者証.pdf」、「成果物_人－１（事業者名）_要求仕様書.pdf」など）

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（１）実績報告（完了報告）【開発・改良フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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手順８

 上記のほか、添付資料がある場合は「添付資料(予備)」の①～④「ファイルを選択」を押下し、該当資料をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。

開発・改良フェーズの

実績報告（完了報告）後

・公社事務局にて報告内容を確認し、受理した際は、別途担当者より完了検査の実施について連絡します。

・報告内容に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従って再申請等を行ってください（p.6参照） 。

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（１）実績報告（完了報告）【開発・改良フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料



Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

36

手順１

手順２

 公社ホームページにて、指定様式【様式第７号 実績報告書+付表+別紙.xlsx】および

【様式第７号 【中間検査を実施した方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】または

【様式第７号 【中間検査を実施しなかった方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】

をダウンロードします。

＞ 検索「公社 高齢者 様式集」 → https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html

 【様式第７号 実績報告書+付表+別紙.xlsx】および

【様式第７号 【中間検査を実施した方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】または

【様式第７号 【中間検査を実施しなかった方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】

を作成します。

手順３  Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_実績報告申請（設備投資・事業環境整備
フェーズ）フォーム」の「申請する」をクリックします。

注：事業及び申請の基本情報は、ＧビズＩＤ等の情報が自動転
記され、当フォームでの編集はできません。編集の必要がある
場合は「Ｇビズサイト」にて変更を行った上で、Ｊグランツに
より、当助成事業にて必要な届出・連絡を行ってください。

１．（２）実績報告（完了報告）【設備投資・事業環境整備フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料

7

7
7

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html
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 「（２）実績報告書」欄の「申請日（カレンダーマーク）」を押下し、申請日を選択してください。

 「（２）実績報告書」欄の「ファイルを選択」を押下し、手順２で作成した【様式第７号 実績報告書+付表+別紙.xlsx】を

Excelファイルのままアップロードしてください。

 直接人件費を計上する場合は、手順２で作成した

【様式第７号 【中間検査を実施した方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】または

【様式第７号 【中間検査を実施しなかった方用】従事者別直接人件費集計表（別紙3-2）_作業日報兼直接人件費個別明細表（別紙3-3）.xlsx】

を上記【様式第７号 実績報告書+付表+別紙.xlsx】と共に、Excelファイルのままzipファイルにまとめてアップロードしてください。

手順４

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（２）実績報告（完了報告）【設備投資・事業環境整備フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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 「（３）達成目標・ステップアップ目標の達成、開発・改良成果の証明資料」欄の「ファイルを選択」を押下し、

目標の達成状況・結果を具体的に証明する資料をアップロードしてください。

※ 目標ごと（目標－１や目標－２など）にzip形式にまとめ、「目標－○（事業者名）.zip」と判別できるようにファイル名を付けてください。

※ zipファイルに格納する各データのファイル名は、何の書類か判別できるようにしてください。

（例：「目標－１（事業者名）_要求仕様書.pdf」、「目標－１（事業者名）_試験結果報告書.pdf」など）

手順５

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（２）実績報告（完了報告）【設備投資・事業環境整備フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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 各経費について、それぞれ「（４）経費の確認等に必要な書類等」欄の該当経費番号にある「ファイル選択」を押下し、

各経費の確認等に必要な書類等をアップロードしてください。

手順６

※ 経費番号ごと（機ー１、委ー１など）にzip形式にまとめ、「機－○（事業者名）.zip」と判別できるようにファイル名を付けてください。

※ zipファイルに格納する各データのファイル名は、何の書類か判別できるようにしてください。

（例：「機－１（事業者名）_カタログ.pdf」、「委－１（事業者名）_要求仕様書.pdf」など）

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（２）実績報告（完了報告）【設備投資・事業環境整備フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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手順７

 上記のほか、添付資料がある場合は「添付資料(予備)」の①～④「ファイルを選択」を押下し、該当資料をアップロードしてください。

 最後に「申請する」をクリックしてください。

設備投資・事業環境整備フェーズの

実績報告（完了報告）後

・公社事務局にて報告内容を確認し、受理した際は、別途担当者より完了検査の実施について連絡します。

・報告内容に不備や不足等があった場合は差戻しを行いますので、案内に従って再申請等を行ってください（p.6参照） 。

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － １ . 実 績 報 告 （ 完 了 報 告 ）

１．（２）実績報告（完了報告）【設備投資・事業環境整備フェーズ】

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料



２．助成金請求

 Ｊグランツで公社事務局からの「助成金確定通知」を受領後、下記のとおり助成金を請求してください。

 【助成金の交付】請求後、問題がなければ通常、約１か月後に助成金が振り込まれます。

41

手順１  Ｊグランツのマイページ「事業の詳細画面」にて

「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_助成金請求（開発・改良フェーズ）フォーム」または

「R7高齢者向け新ビジネス創出支援事業_助成金請求（設備投資・事業環境整備フェーズ）フォーム」の「申請する」をクリックします。

手順２  「手続き名」欄の「請求日（カレンダーマーク）」を押下し、請求日を選択します。

 「事業者情報」欄に必要事項を入力してください。

採択事業者

事務局（公社）

請求

内容確認

振込確認
Ｊグランツ Ｊグランツ

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － ２ . 助 成 金 請 求

注：事業及び申請の基本情報は、ＧビズＩＤ等の情報が自動転記され、
当フォームでの編集はできません。編集の必要がある場合は「Ｇビズ
サイト」にて変更を行った上で、Ｊグランツにより、当助成事業にて
必要な届出・連絡を行ってください。

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料

助成金確定通知 助成金交付

7
7

7

7

7



２．助成金請求
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手順３  「請求基本情報」欄の「確定通知文書番号」を押下し、助成金確定通知の右上に記載されている日付・文書番号を

「令和●年●月●日付●東中企助第●●●号」という形式で入力してください。

 「１ 申請テーマ」を押下し、本助成事業採択時の「申請テーマ」（30字以内）を入力してください。

※ 上記は一言一句、記載間違いのないようにお願いいたします。

※ ＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞の請求をする場合、「２ 対象フェーズ」は、該当する対象フェーズを選択してください。

※ 「３ 助成金請求額」は、助成金確定通知で確定した金額が既に記載されていますので、念のため間違いがないかご確認ください。

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － ２ . 助 成 金 請 求

（例）7,500,000

（参考）

＜設備投資・事業環境整備フェーズ＞の請求を行う場合

※２フェーズ分をまとめて請求する場合は「開発・改良
フェーズ及び設備投資・事業環境整備フェーズ」を選択し
てください。

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料



２．助成金請求

43

手順４  「振込先区分」欄の「４ 助成金振込口座」を選択してください。

 上記で選択した区分に基づき、「金融機関口座情報」又は「ゆうちょ銀行口座情報」のいずれか一方のみを入力してください。

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － ２ . 助 成 金 請 求令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料



２．助成金請求

44

手順５  今後の公社事業の運営に活かしていくため、利用者アンケートを行っております。設問１～５の入力にご協力をお願いいたします。

（設問１、３は回答必須の項目としております）

 最後に「申請する」をクリックしてください。

Ⅲ . 事 業 終 了 後 の 手 続 き 手 順 － ２ . 助 成 金 請 求

請求完了後

【助成金の交付】

・公社事務局にて請求内容を確認し、内容に不備や不足等があった場合は

差戻しを行いますので、案内に従って再申請等を行ってください（p.6参照） 。

・請求を受け付けた時点から通常、約１か月後にご指定の金融機関の口座に振り込みます。

令 和 ７ 年 度  高 齢 者 向 け 新 ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 事 業 Ｊ グ ラ ン ツ 操 作 説 明 資 料
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